秘密保持契約書
　川口市（以下「開示者」という。）と○○株式会社（以下「受領者」という。）とは、「地方公共団体情報システム標準化に伴う国民年金システム導入作業委託」（以下「本業務」という。）に関する情報資産の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第１条　この契約（以下「本契約」という。）は、本業務に際して、開示者が受領者に提示又は開示をする情報資産の秘密の保持に関する取扱いを定めることを目的とする。

（川口市情報セキュリティポリシーの遵守）

第２条　受領者は、本業務に際しては、法令及び川口市情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。

（定義）

第３条　本契約において「情報資産」とは、本業務に際して開示者が受領者に提示又提供をする情報（電磁的情報（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた情報をいう。）、紙等の有体物に記録された情報及び口頭により伝えられた情報をいう。）であって、開示者のコンピュータ・ネットワーク・システム及び情報処理システムの開発及び運用に関するすべての情報並びにコンピュータ・ネットワーク・システム及び情報処理システムで取り扱うすべての情報をいう。

（秘密保持義務）

第４条　受領者は、情報資産の漏洩、改ざん、滅失及びき損等の事故を防止するために、適切にこれを保管及び搬送し、本業務のためにのみこれを使用するとともに、いかなる第三者に対しても情報資産を開示してはならない義務（以下「秘密保持義務」という。）を負うものとする。
２　受領者が負う秘密保持義務の程度は、受領者の同種の情報に対する注意義務の程度と同等のものとする。ただし、かかる注意義務の程度は、いかなる場合であっても、善良なる管理者の注意義務の程度を下回ってはならない。

３　受領者は、情報資産を本業務に直接携わる従業員及び関係各社以外の者に開示してはならないものとする。

４　受領者は、本業務が終了後においても秘密保持義務を負うものとする。

５　受領者は、第三者への情報資産の漏洩を防止するため、情報資産のうち、紙等の有体物を媒体とするものの管理に当たっては、施錠した保管庫等に保管するとともに、本業務のために許された者以外の者が当該情報資産を閲覧し、及び情報資産の保管場所に立ち入ることを制限しなければならない。
６　受領者は、いかなる場合であっても、情報資産の日本国外への持出し、又は日本国外からの利用を行ってはならない。

７　受領者は、情報資産を取り扱う従業員に対し、情報資産の適切な取り扱いが行われるよう、監督・教育しなければならない。
（適用除外）

第５条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報資産については、受領者は、秘密保持義務を負わないものとする。

（１）開示者が受領者に対し提示又は提供をする時点において、既に公知されている情報資産

（２）受領者が開示者から提示又は提供を受けた後、受領者の責めに帰すべき理由によらずに公知となった情報資産

（３）受領者が秘密保持義務を負うことなく、開示者又は第三者から適法に入手した情報資産

（４）受領者が独自に開発した情報資産

（複写及び複製の禁止）

第６条　受領者は、開示者の書面による指示及び承諾があるときを除き、情報資産を複写し、又は複製してはならない。なお、開示者の書面による指示及び承諾により複写、又は複製したものも情報資産と見なすものとする。
（作業者等の特定）

第７条　受領者は、着手に先立ち、本業務に携わる者、履行場所及び作業機器を特定し、開示者の求めがあったときは、速やかにこれを報告しなければならない。

（記録の提出）

第８条　受領者は、開示者の指定する情報資産の授受及び返還に係る記録を開示者に提出しなければならない。
（情報資産の返還・廃棄）

第９条　受領者は、本業務が終了したとき又は開示者からの要求があったときは、情報資産のうち開示者の指定するもの及びその複製したものを直ちに返還・廃棄しなければならない。また、開示者は受領者に対し、廃棄したことの証明を求めることが出来る。ただし、開示者が別に指示した時は当該方法によるものとする。
（報告義務）

第１０条　受領者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、開示者に報告し、その指示に従わなければならない。

（立入調査）

第１１条　開示者は、受領者が本契約による事務を処理するために取り扱っている情報資産の管理状況について、開示者及び受領者協議のうえ立入調査を行うことができるものとする。

（損害賠償）

第１２条　受領者は、本契約に違反した情報資産の利用から生じた開示者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負うものとする。

２　開示者は、前項の場合において、受領者に損害賠償の請求ができるものとする。
（協議事項）

第１３条　本契約の解釈又は本契約に定めのない事項に関して疑義が生じた場合については、開示者及び受領者協議のうえ、円満にこれの解決を図るものとする。

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、開示者及び受領者が記名押印のうえ、それぞれその１通を保有する。

令和　年　月　日
（開示者）川口市青木２丁目１番１号

川口市
川口市長　　奥ノ木　信夫　
（受領者）
　　　　　

　　　　　

　　　　　
